
概算数量発注試行工事実施要領
                                    

（趣旨）
第１条 この要領は、鹿児島市建設局が発注する建設工事において、概算数量発注による試

行工事を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第２条 設計業務の省力化及び積算業務の簡素化を図り、円滑な事業執行を促進すること

を目的とする。

（定義）
第３条 概算数量発注とは、当初設計で平面図、標準断面図等を適用して算出した概算の数

量を用いて発注する工事をいう。
２ 工事計画図書とは、受注者が現場調査、測量を行い、結果をまとめた平面図、縦断図、

横断図、構造図等の工事計画図面のほか、各種数量計算書で構成する数量総括表などのこ
とをいう。

３ 工事計画図面とは、平面図、縦断図、横断図、構造図等の受注者が作成した図面で、図
面に付随する土工、仮設物を含む構造物等の数量計算書を含む。

４ 施工承諾図書とは、受注者が提出した工事計画図書をもとに、発注者が工事費、その他
の諸条件等を検討し支障がないことを確認して施工承諾を行ったものをいう。

（対象工事）
第４条 対象工事は、建設局が発注する工事（単価契約工事、降灰除去工事、土地区画整理

関連工事、建築部発注工事を除く。）のうち、次の全ての条件を満たすものに適用する。
(1) 当初設計の金額が、２５，０００千円未満の工事
(2) 工種や構造、形状等が著しく変化しない比較的単純な工事

（適用）
第５条 発注者は概算数量発注工事を発注しようとするとき、設計書及び予算執行伺いに

おいて「概算数量発注試行工事」と記載し、決裁を受けるものとする。
２ 特記仕様書に必要事項（別紙１）を明記するとともに、受注者が確認出来るよう閲覧設

計書に「概算数量発注試行工事」と明示する。
３ 当初設計は、概算数量を平均幅、平均長等により算出できる必要最小限の図面で行う。
４ 発注者は、受注者の主任技術者等とともに現場で立会いのうえ、発注者の意図を十分に

説明し、理解させる。
５ 監督員は、工事計画図面の作成に必要な発注図面のほか数量計算書等を受注者に提供

するものとし、発注図面はＳＸＦ（ＳＦＣ）に変換したＣＡＤ図面を基本とする。
６ 受注者は、施工に必要な現地調査、測量を行い、工事計画図書を作成する。

なお、図面サイズはＡ１とし、縮尺は、平面図、縦断図で 1/500～1/2,000 程度、横断
図で 1/100～1/200 程度、構造図は適宜を標準とし、図面枚数が最小となるように配置す
る。



７ 発注者は、工事計画図書から工事費、その他の諸条件等を検討し支障がないことを確認
して施工承諾を行う。

（工事計画図面作成費の取扱い）
第６条 工事計画図面の作成費用として、共通仮設費の準備費に「工事計画図面作成費」を

計上する。ただし、図面の作成に必要な現地調査、測量は費用の対象としない。
当初設計では原則３枚分を計上する。

（工期の設定）
第７条 工事計画図書作成に要する日数として、15 日を標準工期に付与する。

（設計変更の取扱い）
第８条 設計変更は、施工承諾図書に基づいて行う。
２ 変更理由は、「概算数量発注試行工事における施工承諾図書に基づく数量の変更」とす

る。このほか、特に変更を指示した事項について明記する。
３ 工事計画図面作成費の変更は、施工承諾図書の図面枚数の実績により計上する。
４ やむを得ず構造計算若しくは安定計算及び用地買収が必要となる場合には、その対応

は発注者の責任において行う。
５ 工法や舗装構成の追加検討等、工事計画図書作成のために受注者に行わせる各種調査

や試験にかかる費用については、共通仮設費の技術管理費に別途計上する。

（運用指針）
第９条 概算数量発注制度の目的に留意し、大幅な契約変更や安易な工事内容の変更を伴

わないようにするため、発注に先立ち現地条件や概算数量等を的確に把握したうえで、発
注手続きを行うことを基本とする。

２ 円滑な事業執行に資するため、受注者から工事計画図書が提出された後、必要に応じて
設計変更協議会等を活用するなど、速やかに施工承諾を行うよう努めること。

３ 施工承諾までの流れは、別紙２のフローチャートによる。

（その他）
第１０条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。

付 則
この要領は、令和４年２月９日から施行する。



特記仕様書記載例

第○条（概算数量発注試行工事）
１ 本工事は概算数量発注方式により積算した試行工事である。
２ 試行に当たっては、概算数量発注試行工事実施要領（令和４年２月９日）に基づき行う

ものとする。
３ 実施要領は、鹿児島市ホームページから入手できる。
４ 本工事の工期には、工事計画図書の作成に要する日数として、１５日を付与している。
５ 本工事に関して疑義が生じた場合は、受注者は工事打合簿により監督員と協議するこ

と。

別紙１



⑦ 工事計画図書のチェック
・必要に応じて現場を確認し、工事費及びその他の
諸条件を検討

別紙２概算数量発注フローチャート

③ 入札・契約

⑥ 工事計画図書の作成・提出
・施工に必要な調査測量を実施

発注者 受注者

④ 現場説明
（当初設計の考え方（設計思想や設計条件等）を受注者と共有）

① 現場調査・概算数量発注の方針整理
（担当課長による現場確認を踏まえ、発注方法を決定）

⑧ 変更指示書決裁
※施工承諾を踏まえた変更指示書決裁

⑫ 変更指示（必要に応じて追加指示）

⑤ 施工計画書等提出・受理
（当初設計数量等にて作成）

⑨ 施工承諾通知
※変更指示書とあわせて通知

⑪ 工事施工

※ 試行工事（週休２日ほか）の申し出もあわせて受理

※ 週休２日試行工事などその他の増額見込みもあわせて決裁

⑮ 変更契約（施工承諾図書等による）

⑬ 設計変更

⑭ 設計変更通知書

※ 事前協議の対象となる場合は、変更指示書に先立ち決裁

※ やむを得ず、構造計算若しくは

安定計算及び用地買収が必要
となる場合は別紙３参照

⑩ 変更施工計画書提出・受理
（施工承諾図書に合わせて作成）

※ 軽微な変更（工期や数量のみ）で施工計画
に大きく影響しない場合は不要

② 設計図書作成
・平面図や標準断面図、構造図など必要最小限の図面とする

（留意事項）
発注者と受注者による協議等は、
必ず工事打合簿により行うもの
とする。



概算数量発注フローチャート

発注者 受注者

⑦工事計画図書のチェック
・必要に応じて現場を確認し、工事費及びその他の
諸条件を検討

構造計算等が必要と想定

⑧変更指示書決裁
※施工承諾を踏まえた変更指示書決裁

⑨施工承諾通知
※変更指示書とあわせて通知

※ 週休２日試行工事などその他の増額見込みもあわせて決裁

※ 事前協議の対象となる場合は、変更指示書に先立ち決裁

工事打合簿による協議（必要な試験、構造計算など）

変更指示書決裁・通知
※必要な試験等に関する変更指示書決裁

試験及び試験結果を踏まえた検討
※必要に応じて現場を確認すること

⑥’ 工事計画図書を作成・提出
・追加の調査測量を実施し作成

※ 発注者の責任において行う

⑥工事計画図書の作成
・施工に必要な調査測量を実施

※やむを得ず、構造計算若しくは安定計算及び用地買収が必要となる場合
（工事計画図書の作成 ～ 工事施工）

⑩工事施工

別紙３


